
 

 

令和７年度（第２回）愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業実施要領 

 

令和８年１月２３日策定 

 

令和７年度（第２回）特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金（以下「支援金」という。）

の交付については、愛媛県補助金等交付規則（平成 18 年愛媛県規則第 17 号）及び令和

７年度（第２回）愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金交付要綱に定めるものの

ほか、この要領に定めるところによる。 

 

１ 目的 

  国際情勢を背景としたエネルギー価格高騰が長期化していることに鑑み、特別高圧

電気料金高騰の影響を受ける事業者を緊急的に支援するため、予算の範囲内で支援金

を交付する。 

 

２ 事業内容 

（１）交付対象者 

  ① 愛媛県内に所在する事業所（公立施設及び発電施設を除く。）において、自ら

小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業基本法（昭和 38年

法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企業者及び個人事業主（以下「中小

企業者等」という。） 

  ② 施設の運営を行う者が代表して小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受

電する愛媛県内に所在する商業施設又は協同組合が代表して小売電気事業者等と

契約を締結し特別高圧で受電する愛媛県内に所在する工業団地（以下「商業施設

等」という。）に入居し、当該契約に基づき受電する電力を、相応の電気料金に

相当する額の分担により使用する中小企業者等 

  ③ ①及び②のほか、特に支援が必要であると知事が認める者 

（２）支援金の内容 

 ① 交付対象期間 

   金額の算定期間に令和８年１月１日、令和８年２月１日又は令和８年３月１日

が含まれる３か月分の使用料金（令和８年１月使用分～令和８年３月使用分） 

② 交付額 

   特別高圧で受電する電力の月ごとの使用量に１ｋＷｈ当たり２.３円（令和８年

３月使用分は０.８円）を乗じた額 

ただし、月ごとの算定額において１００円未満の額を切り捨てることとする。 

 ③ 交付上限額 

   事業所の数にかかわらず、事業者当たり月額２,３００,０００円（令和８年３

月使用分は８００,０００円）とする。 



 

 

   なお、２（１）②に該当する場合は、入居する中小企業者等ごとに交付上限額

を適用するものとする。 

 

３ 事業の実施方法 

（１）交付申請 

   申請を行う交付対象者は、交付対象期間である３か月分を一括して５（３）①②

に定める書類を作成し、４に定める受付期間に県に提出すること。ただし、交付対

象者の都合により、令和８年１月使用分、２月使用分、３月使用分を単月で申請を

行っても、差し支えないものとする。 

（２）交付決定 

   申請書類の内容を審査し、支援金を交付すべきものと認められる場合は、予算の

範囲内で支援金の交付決定を行い、通知する。 

（３）額の確定 

   交付決定の通知は、額の確定の通知を兼ねるものとする。 

（４）支援金の支払い 

   支援金の支払いは、支援金の額の確定後となる。 

 

４ 受付期間 

  交付申請の受付期間は次のとおりとする。 

   令和８年２月２日（月）～令和８年６月３０日（火） 

 

５ 交付申請書類の提出 

（１）問合せ・提出先 

   〒７９０－８５７０ 愛媛県松山市一番町４丁目４－２ 

   愛媛県 経済労働部 産業雇用局 産業政策課 

   ＴＥＬ：０８９－９１２－２４７５ ＦＡＸ：０８９－９１２－２２５９ 

   Ｅ－ｍａｉｌ：sangyoseisaku@pref.ehime.lg.jp 

             （問合せのみ。提出は６に記載するアドレスとすること。） 

 

（２）提出方法 

  ① 押印を省略する場合 

    ６を参照の上、電子メールにファイル添付して送付すること。 

② 押印欄に全て押印する場合 

    郵送又は持参にて提出すること。 

 

（３）提出書類 

  ① 支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）及びその関係書類 



 

 

  ② 口座振替申込書兼債権者登録（変更）票 

    なお、②については愛媛県への債権者登録がない場合のみ必要。 

 

６ 申請書類の押印を省略する場合の取扱い 

押印の省略による手続きの簡素化及び迅速化が可能な電子メールによる提出をする

ことができる。ただし、その場合には、以下の提出方法によること。  

  ○ 押印を省略する文書に、本件責任者（担当者の上席者）及び担当者の職氏名・連

絡先を記入すること。 

【記載例】  

責任者とは、支店長や営業所長など社内において権限の委任を受けた役職員を指す。 

担当者とは、本件に関する事務を担当する者を指す。 

○ 提出は、電子メールにファイル添付して送付すること。 
○ 電子メールのあて先は、県産業政策課代表、県の担当者（２名）及び事業者の本

件責任者とすること。 
  ・産業政策課代表：sangyoseisaku@pref.ehime.lg.jp 

・県の担当者①：ueno-daiki@pref.ehime.lg.jp 
・県の担当者②：myouga-takanobu@pref.ehime.lg.jp 

  ○ メールの標題は、「特別高圧電気料金の支援金申請」とすること。 

○ 口座振替申込書兼債権者登録（変更）票は押印を省略することができないため、

郵送又は持参にて提出すること。 

本件責任者（職氏名・連絡先） ○○支店長 愛媛 太郎 089－○○○－○○○○ 

担当者（職氏名・連絡先） 営業課長  松山 太郎 089－○○○－○○○○ 


